
■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）

図書室便り

新着図書案内は、中央公民館・役場・み
ほふれ愛プラザ・保健センター・こもれ
び森のイバライド（稲敷市）にて配布し
ています。

子育て支援センターと共通のよみきかせ
スタンプカードがあります。
３回参加するとプレゼントがもらえます。
昨年度のスタンプカードも引き続きご利
用いただけます。

図書室カレンダー

５月の連日休室のお知らせ
■休室期間　５月３日（日）～７日（木）
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■期間　４月１日（水）～５月２４日（日）

イベント情報

図書室で資料を借りるには？
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お話し会
防犯カメラの設置にあたっては、以下の基準をすべて満たす必要があります。

村では、地域の自主防犯活動を支援するため、地区が公道等に設置する防犯カメラに対して、費用の一部
を補助する「美浦村防犯カメラ設置事業補助金」制度を令和８年度から開始します。

◆対象団体 美浦村内の「地区」（区長による申請）
◆補助金額 補助対象経費の２分の１（千円未満切り捨て）
◆限 度 額 カメラ１台につき２０万円（１行政区につき２台まで）
◆補助対象 カメラ・録画装置・設置表示等の購入費、設置工事費
※維持管理費（電気代、修理費等）や、土地の取得・借入費等は対象外。
※申請した年度の３月３１日までに工事・支払が完了するものに限ります。

設置場所周辺の住民の同意や、地区での合意形成がなされていること。

生
全
活

安■問合せ　生活安全課☎０２９－８８５－０３４０（内）２１４・２１５■問合せ　生活安全課☎０２９－８８５－０３４０（内）２１４・２１５

地区の防犯カメラ
設置補助が始まります
地区の防犯カメラ

設置補助が始まります

補助内容

補助対象の設置基準

購入・設置の前に、生活安全課との事前協議が必須です。
協議のない申請は受け付けられませんのでご注意ください。

地域住民の合意

管理運営規程の作成

撮影範囲の制限

標識の掲示

村で管理している土地以外に防犯カメラを設置する場合、設置場所土地所有者
の承諾を得ること（申請の際に、同意書または許可書等の添付が必須）。

設置場所土地所有者
の承諾

特定の個人や建物の監視ではなく、公道等の公共空間が撮影範囲の２分の１以
上を占めること。

画像の保存期間（原則１４日間）や利用制限を定めた規程を作成し、適切に維持管
理を行うこと。

防犯カメラを設置している旨と設置者名を掲示すること。

9 広報みほ　令和８年４月号広報みほ　令和８年４月号広報みほ　令和８年４月号
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